
 （ 1 ） 平成 22 年７月 30 日 岐  阜  県  公  報 号 外 (３) 

 

 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 

号 

外 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

       
 
 
 
 

目 
 
 
 
 

次 

 
 
 
 
 
 

規 
 
 
 

則 

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条 

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
人 

 

事 
 

課
） 

 

一 

○
岐
阜
県
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
同 

 
 
 
 
 

） 
 

一 

○
特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部 

 

を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

） 
 

二 

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

） 
 

二 
      

  

号 

外 

㈢ 
 

平 

成
二
十
二
年 

七 

月 

三 

十 

日 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

規 
 
 
 

則 

 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
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そ
の
他
の
勤
務
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す
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す
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